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生
命
を
つ
な
ぐ
お
手
伝
い

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています
　ご意見などは本庁人権政策課 ☎ 22-9631 ＦＡＸ 22-9649　 jinken@city.iga.lg.jp へ

　

人
が
生
き
て
い
く
た
め
、
日
常

的
に
必
要
な
行
為
が
３
つ
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
当
然

の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
っ

て
い
ま
す
。　

　

１
つ
目
は
「
食
事
」
で
す
。
こ

れ
は
、
人
が
生
命
を
維
持
す
る
た

め
必
要
な
食
物
や
水
分
を
摂
取

し
、
栄
養
を
吸
収
し
て
、
体
内
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
し
て
い
ま

す
。　

　

２
つ
目
は
「
睡
眠
」
で
す
。

こ
れ
は
、
寿
命
を
少
し
で
も

長
く
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
行
動
が
し
に
く
い
夜
間

に
、
体
を
休
め
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
減
少
を
抑
え
て
い
ま
す
。

　

３
つ
目
は
「
排
泄
」
で

す
。
こ
れ
は
、
食
物
の
消
化
後
に

残
っ
た
固
体
や
水
分
を
、
体
外
に

排
出
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
が

体
内
に
蓄
積
さ
れ
る
と
疾
病
の
大

き
な
原
因
と
な
り
ま
す
が
、
そ
う

な
る
前
に
生
理
的
に
排
出
し
て
い

ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
３
つ
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
で
生
命
を

維
持
し
て
い
ま
す
。

　

時
代
と
と
も
に
、「
食
事
」
の

内
容
や
「
睡
眠
」
の
環
境
は
向
上

し
、「
排
泄
」
も
決
ま
っ
た
場
所

で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
排

泄
物
の
不
衛
生
な
管
理
が
原
因
で

蔓
延
し
て
い
た
疫
病
の
予
防
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、

排
泄
物
を
効
率
よ
く
処
分
す
る
た

め
、
田
畑
に
還
元
さ
せ
た
り
海
に

投
棄
し
た
り
す
る
な
ど
、
知
恵
を

絞
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
現
代
、

最
も
合
理
的
で
衛
生
的
な
排
泄
物

の
処
理
を
し
よ
う
と
い
う
発
想
か

ら
誕
生
し
た
の
が
「
し
尿
の
収
集

と
処
理
の
一
元
化
」
で
す
。

　

今
、
市
の
浄
化
セ
ン
タ
ー

で
は
、
専
門
の
技
能
を
持
つ

職
員
が
し
尿
の
収
集
と
処
理

を
行
っ
て
お
り
、
み
な
さ
ん

の
生
活
環
境
を
守
る
た
め
の

お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
代

社
会
に
は
さ
ま
ざ
な
職
業
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
仕
事
に
誇
り
と
プ

ラ
イ
ド
を
持
ち
、
市
民
の
み
な
さ

ん
に
衛
生
的
で
よ
り
良
い
環
境
を

提
供
で
き
る
よ
う
、
日
々
努
力
し

て
い
ま
す
。

　

時
に
は
、
自
分
自
身
の
こ
の
３

つ
の
日
常
的
な
行
為
を
振
り
返

り
、
食
事
や
睡
眠
、
排
泄
物
の
処

理
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
て
み
る

こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
（
本
庁
浄
化
セ
ン
タ
ー
）

　国民健康保険からのお知らせ

　その年の１月１日から１２月３１日までの間に支払った医
療費が所得税の医療費控除の対象となります。控除の対象と
なる金額（最高２００万円）の計算式は次のとおりです。

【実際に支払った医療費】－【高額療養費・出産育児一時金などで
支給された金額】－【生命保険などから支給された入院費給付費
など】－【１０万円（その年の総所得金額などが２００万円未満の
方は、総所得金額などの５％の金額）】＝【控除の対象となる金額】
　国民健康保険の高額療養費を申請する際は、医療機関など
の領収書の添付が必要です。そのため医療費控除を申告され
る際は、高額療養費の申請が済んでいない領収書は、申告書
に添付せずに提示してください。（確定申告を郵送などです
る場合は、医療費の領収書の返戻を希望する旨の書面と返信
用封筒、切手を同封してください。）
※市から送付している医療費のお知らせは、医療費の領収書
　には当りませんのでご注意ください
※申告後、補てん（高額療養費など）された金額が、申告額
　と異なる場合は修正申告する必要があります

○国民健康保険の資格に変更が生じた場合（住所変更や勤め先の保険に加入または喪失した時など）は、１４日
　以内に下記まで届出を行ってください

【問い合わせ】
　本庁保険年金課　☎２２－９６５９　ＦＡＸ２６－０１５１
　各支所住民課

　国民年金などと同様にその年の１月１
日から１２月３１日までの間に支払った
国民健康保険税は所得税の社会保険料控
除の対象となります。
※特別徴収（年金天引き）された分につ
　いては、特別徴収された方のみ控除の
　対象になります
※その年に支払ったものであれば、過去
　の年分のもの（延滞金など除く）であっ
　ても控除の対象になります
※その年の翌年３月までの国民健康保険
　税を前納した分も控除の対象になりま
　す
※国民年金は証明書の添付が必要ですが、
　国民健康保険税については、証明書の
　添付の必要はありません

国民健康保険税と確定申告の
社会保険料控除について 高額療養費などと確定申告の医療費控除について

　国民健康保険からのお知らせ
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お
さ
え
る
Ｔ
ｈ
２
サ
イ
ト
カ
イ
ン

阻
害
薬
、
鼻
の
い
ず
れ
の
症
状
に

も
有
効
な
ス
テ
ロ
イ
ド
の
内
服
や

点
鼻
薬
な
ど
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

薬
に
よ
っ
て
作
用
や
効
果
、
副
作

用
、
使
用
し
始
め
て
か
ら
効
果
が

安
定
す
る
ま
で
の
期
間
、
使
用
期

間
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
症
状
の

程
度
や
タ
イ
プ
、
生
活
ス
タ
イ
ル

な
ど
に
合
わ
せ
て
薬
を
選
択
し
、

症
状
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
Ｑ
Ｏ

Ｌ
（
生
活
の
質
）
の
低
下
を
防
ぎ

ま
す
。

　

花
粉
症
の
治
療
で
は｢

初
期
療

法｣

を
花
粉
の
飛
散
前
か
ら
予
防

的
に
行
う
こ
と
が
大

切
で
、
症
状
が
出
る
前

か
ら
適
切
な
薬
を
服

用
す
れ
ば
、
症
状
の
出

る
時
期
を
遅
ら
せ
た

り
、
重
症
化
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。｢

初

期
療
法｣

に
は
、
前
述
の
ス
テ
ロ

イ
ド
以
外
の
５
種
類
の
薬
か
ら
１

つ
が
選
択
さ
れ
ま
す
が
、「
軽
症
」

「
中
等
症
」
で
は
第
２
世
代
抗
ヒ

ス
タ
ミ
ン
薬
に
鼻
噴
霧
用
ス
テ
ロ

イ
ド
薬
を
追
加
し
、
鼻
詰
ま
り
に

対
し
て
は
抗
ロ
イ
コ
ト
リ
エ
ン
受

容
体
拮
抗
薬
を
追
加
し
ま
す
。「
重

症
・
最
重
症
」
の
鼻
詰
ま
り
に
は

必
要
に
応
じ
て
点
鼻
用
血
管
収
縮

剤
を
治
療
開
始
時
に
用
い
、
鼻
詰

ま
り
が
特
に
強
け
れ
ば
経
口
ス
テ

ロ
イ
ド
薬
で
治
療
を
開
始
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

薬
剤
部　

藤
森
唯
史

　

花
粉
症
の
症
状
は
、
く
し
ゃ
み

発
作
や
鼻
を
か
ん
だ
回
数
、
鼻
詰

ま
り
の
程
度
、仕
事
・
勉
学
・
家
事
・

睡
眠
・
外
出
な
ど
の
日
常
生
活
へ

の
支
障
度
な
ど
か
ら
、「
軽

症
、
中
等
症
、
重
症
、
最

重
症
」
の
４
つ
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
く
し
ゃ

み
、
鼻
水
が
中
心
の
タ
イ

プ
、
鼻
詰
ま
り
が
中
心
の

タ
イ
プ
、
両
者
が
ほ
ぼ
同

じ
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

　

花
粉
症
の
薬
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
が
あ
り
ま
す
。
く
し
ゃ
み
・

鼻
水
の
軽
減
に
有
効
で
眠
気
の

少
な
い
第
２
世
代
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

薬
、
く
し
ゃ
み
・
鼻
水
・
鼻
詰
ま

り
を
あ
る
程
度
改
善
し
、
眠
気
な

ど
の
副
作
用
が
少
な
い
が
効
果
が

安
定
す
る
ま
で
２
～
３
週
間
か
か

る
ケ
ミ
カ
ル
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
遊

離
抑
制
薬
、
鼻
詰
ま
り
に
有
効
な

ロ
イ
コ
ト
リ
エ
ン
受
容
体
拮
抗

薬
、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン
Ｄ

２
・
ト
ロ
ン
ボ
キ
サ
ン
Ａ
２
受
容

体
拮
抗
薬
、IgE

抗
体
の
産
生
を

花
粉
症（
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
）

の
薬
剤
治
療 

～
早
め
に
準
備
を
～

　平成１０年に日本の自殺者数は、年間３万人を超え、三重県でも３００～４００
人が毎年死亡しています。伊賀管内でも平成 19年と 20年の集計では、６０人あ
まりが死亡しており、全国的に自殺予防対策が推進されています。自殺の多くは、
さまざまな要因が複雑に関係し、心理的に追い込まれた末の行動ですが、これらは、
社会的な取り組みと、うつ病などに対する適切な治療で防ぐことができると言われ
ています。ストレスの多い現代社会で生きていくために、日頃からこころの健康問
題について正しい知識を学び、気持ちを明るく持つことで生き生きと生活ができる
ように研修会を開催します。
　研修会では、私たちが生活していく上で避けては通れないストレスに対して、い
かに上手に付き合うか、いかに自分を守っていくかを学ぶ機会とします。

こころの健康づくり研修会
開催のお知らせ

【と　き】　２月１８日（木）　午後１時３０分～３時３０分
　　　　　（受付）　午後１時１５分～１時３０分

【ところ】　三重県伊賀庁舎　７階大会議室（四十九町２８０２番地）
【内　容】　講演会
　　　《演題》　『健康づくりは “ ほめ言葉 + 心のスマイル ” が一番！』
　　　《講師》　（有）幸プランニング代表取締役　長野　ゆき子さん

【定　員】　約１００人
【申込方法】　
　電話、ＦＡＸ、またはＥメールで２月１２日（金）までにお申し込みください。
　（氏名、電話番号をお知らせください）

【申込先・問い合わせ】
　三重県伊賀保健福祉事務所　地域保健課
　☎２４－８０７６　℻２４－８０８５　　 ghoken@pref.mie.jp

こころの健康づくり研修会
開催のお知らせ


